
対馬市観光事業者生産性向上支援補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、観光事業者の生産性の向上及び観光客の満足度向

上に資する環境整備を促進し、対馬市を訪れる観光客に対する受入体

制の強化を目的として、予算の定めるところにより、対馬市観光事業

者生産性向上支援補助金（以下「補助金」という。）を交付するものと

し、その交付については、対馬市補助金等交付規則（平成１６年対馬

市規則第３７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告

示の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

 (１) 観光事業者 第２号から第７号までのいずれかに該当する事業

者をいう。 

 (２) 宿泊事業者 市内において旅館業法（昭和２３年法律第１３８

号）第２条第２項及び第３項に規定する旅館業（風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条第６項第４号に該当する営業を除く。）を経営する事業者をいう。 

 (３) 民泊事業者 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進

に関する法律（平成６年法律第４６号）第２条第５項に該当する事

業者をいう。 

 (４) 飲食事業者 市内において食品衛生法（昭和２２年法律第２３

３号）第５５条に規定する許可を得ている事業者をいう。 

 (５) 体験事業者 市内において店舗を構え、体験事業を実施してい

る事業者をいう。 

 (６) 交通事業者 市内において道路運送法（昭和２６年法律第１８

３号）第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業及び

同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業並びに第８０条に規

定する有償貸渡し許可を得ている事業者をいう。 



 (７) 土産品小売事業者 市内において店舗を構え、土産品を販売し

ている事業者をいう。 

(８) 改築 建築物の除去又は滅失後、引き続きこれと同一の用途の  

建築物を造ることをいう。  

(９) 増築 既にある建築物の床面積を増加させることをいう。  

(１０) 改修 建築物の部分又は建築設備等（建築物と一体として効

用を果たすもの）の改善及び改良等をいう。 

(１１) 所有者 所有権を有する者又は売却若しくは賃貸を行う権利

を有する者をいう。 

(１２) 対馬おもてなし協議会 対馬市、長崎県対馬振興局及び市内

観光関係団体で構成された観光誘客推進及び受入体制の向上を目的

として設立された協議会をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は

、市内で経営を行う観光事業者であって、次の各号の全てに該当する

ものとする。 

 (１) 市税等を滞納していない者 

 (２) 第７条の規定による補助金の交付申請を行う日の属する会計年

度末までに事業が完了することができる者 

 (３) 市が推進する観光振興事業に参画できる者で、かつ、対馬おも

てなし協議会が実施する「観光満足度調査」に参画している者 

 (４) 施設の改築、増築及び改修について、所有者の承諾を得ている

者（ただし、所有者が申請する場合はこの限りでない。） 

 (５) 補助対象事業が完了した日から３年以上継続して事業を営む意

思を有する者 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が対馬市暴力団排除条例（平

成２４年対馬市条例第５１号）第２条規定する暴力団員（暴力団員で

なくなった日から５年を経過しない者を含む。）又は暴力団若しくは暴

力団員と密接な関係を有する者に該当するときは、補助金の交付対象

としない。  



（補助対象施設） 

第４条 前条に規定する補助対象者のうち、市内で複数の事業を経営す

る者については、１施設のみを補助対象施設とする。 

（補助対象事業及び経費） 

第５条 補助金の交付対象となる事業は、別表第１に定める事業とする。 

２ 前項の事業を行うために必要な経費は、別表第２に定める経費とす

る。ただし、消費税及び地方消費税相当額は除く。 

３ 補助対象者が前項の規定にかかわらず、国、県又は市が実施してい

る他の施設整備等の補助（以下「他の公的補助」という。）を受ける場

合においては、補助金の交付の対象となる経費のうち、他の公的補助

の対象となる部分については、補助金の交付対象としない。 

（補助率等） 

第６条 補助率及び補助額の上限は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 前条第２項及び前項の規定により算出した補助金の額に１，０００

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）

は、規則第４条に規定する交付申請書を市長に提出するものとする。 

２ 前項の交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 事業計画書（様式第１号） 

 (２) 収支予算書（様式第２号） 

 (３) 事業を実施する宿泊施設等の位置図 

 (４) 設計書又は設計図及び施工予定箇所の写真（工事が伴う場合の

み。） 

 (５) 見積書の写し又は経費の内訳が分かる書類 

 (６) 市税等の滞納のない証明 

 (７) 経営者又は所有者であることを証する書類 

 (８) 所有者の承諾書 

 (９) 外部資金調達に係る確認書兼同意書 

（補助金の交付の決定及び通知） 



第８条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、

その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補

助金の交付決定を行い、速やかに補助事業者に対し通知するものとす

る。 

（補助金の交付申請の取下げ） 

第９条 補助事業者が補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、

前条の規定による通知を受けた日から起算して１０日以内に、対馬市

観光事業者生産性向上支援補助金に係る交付申請取下承認申請書（様

式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補

助金の交付の決定はなかったものとみなす。 

（補助金の変更等の承認） 

第１０条 補助事業者は、規則第１０条第２項第１号の規定に該当する

ときは、対馬市観光事業者生産性向上支援補助金変更承認申請書（様

式第４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、規則第１０条第２項第２号の規定に該当するときは、

対馬市観光事業者生産性向上支援補助金中止（廃止）承認申請書（様

式第５号）を市長に提出しなければならない。 

 （軽微な変更） 

第１１条 規則第１０条第２項第１号に定める軽微な変更とは、第８条

の規定による補助金の決定額に変更を生じないもので、かつ、当初の

事業目的及び内容等のうち、事業の基本的部分に関わらない変更とす

る。 

 （状況報告） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業の遂行状況等について、市長か

ら求めがあったときは、指定する期日までに市長に報告しなければな

らない。 

 （実績報告） 

第１３条 補助事業者は、事業の完了した日の翌日から起算して３０日

以内又は補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の４月２０



日のいずれか早い日までに規則第１２条第１項の規定による実績報告

書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。 

 (１) 事業実績書（様式第１号） 

 (２) 収支精算書（様式第２号） 

 (３) 契約書、領収書等の補助対象経費の支出を明らかにする書類 

 (４) 施工箇所の完成写真、又は設備購入した物品の写真 

 (５) 印刷物等の成果品 

 (６) その他市長が必要と認める書類 

 （検査等） 

第１４条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認め

るときは、補助事業者に対して報告若しくは関係書類の提出を求め、

又は帳簿、書類その他物件等を検査することができる。 

 (補助金の額の確定) 

第１５条 市長は、第１３条の実績報告を受けた場合は、速やかにその

内容を審査し、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第１３条に規

定する確定通知書により交付決定者に通知するものとする。 

 (補助金の請求) 

第１６条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金の交付

を受けようとするときは、規則第１４条に規定する請求書を市長に提

出しなければならない。 

（財産の管理等） 

第１７条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した

財産（以下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後に

おいても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的

に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 市長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、

又は収入が見込まれるときは、対馬市観光事業者生産性向上支援補助

金返還命令通知書（様式第６号）により、その収入の全部又は一部を



市に返還させることがある。 

（財産の処分の制限） 

第１８条 取得財産等については、当該年度から減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている

財産については、同省令に定める耐用年数に相当する期間を経過する

までの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊し

てはならない。 

２ 補助事業者が、前項に付した条件により承認を受ける場合は、あら

かじめ対馬市観光事業者生産性向上支援補助金財産処分承認申請書

（様式第７号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、

承認の適否を決定したときは対馬市観光事業者生産性向上支援補助金

財産処分承認審査結果通知書（様式第８号）を当該補助事業者に通知

するものとする。 

 （その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

 （対馬市宿泊施設等機能向上整備支援補助金交付要綱の廃止） 

２ 対馬市宿泊施設等機能向上整備支援補助金交付要綱（令和２年対馬

市告示第６６号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この告示の施行の日の前日までに、対馬市宿泊施設等機能向上整備

支援補助金交付要綱の規定による財産の管理等については、この告示

の施行後も、なお従前の例による。  



別表第１（第５条・第６条関係） 

事業
区分 

補助対象事業 補助率 
補助額 

の上限 

１ 施設及び店舗の外壁整備（看板含む。） 補助対象

事業費の

２／３以

内。ただ

し、民泊

事業者は

、１／３

以内 

１補助事業

者当たり１

００万円ま

で 

 

２ 施設及び店舗の内装整備（客室含む。） 

３ 
施設及び店舗内外の照明整備（客室含

む。） 

４ 
ベッド、テレビ、エアコン、空気清浄機、

保温器具・保冷器具等の調理器具の整備 

５ 
施設及び店舗内の Wi-Fi 整備（客室含

む。） 

６ 
施設及び店舗内のトイレの洋式化及び

洋式トイレの増設（客室含む。）  

７ 客室の浴室整備（共同浴場含む。）  

８ 施設及び店舗内のイス、テーブルの整備 

９ 予約システムの導入  

１０ 
パンフレット、メニュー表の作成及びリ

ニューアル（多言語化含む。）  

１１ 
ホームページ等開設及びリニューアル

（多言語化含む。）  

１２ 
タブレット端末等の多言語補助機器の

整備、カーナビゲーションの整備 

１３ キャッシュレス決済端末の導入  

１４ 
その他、生産性向上及び観光客満足度向

上に必要な事業  



別表第２（第５条関係）  

区 分 対象経費 

補

助

対

象

経

費 
 

設 計 費 店舗の改築・増築・改修等の設計業務に要する経費 

工 事 費 
店舗の改築・増築・改修等の工事に要する経費（解

体費及び処分費を含む。） 

設 備 費 

観光客の満足度向上につながるための設備購入に

要する経費。ただし、下取りがある場合は、当該金

額を設備購入費から減額する。  

初期導入費 
ホームページ等を作成するための制作経費、予約シ

ステムの導入経費  

改 修 費 
既に開設しているホームページ等を改修する場合

の経費  

広告宣伝費 パンフレット、メニュー表の作成に要する経費  

そ の 他 
生産性向上及び観光客満足度向上につながるため

の経費 

 


